	
実地棚卸実施要領
	分　　　類
	業務（要）－（財）－01－01

	
	適用範囲
	全　　　　社

	
	制　定　日
	２０２１年　７月　１日




第１章　総　則

（目　的）
第１条　　この要領は「経理規程」第37条の規定に基づき、当社の実地棚卸が公正かつ正確に遂行されるよう、その実施方法について定めることを目的とする。

（組　織）
第２条①　実地棚卸責任者は、総務部長とする。
②　経理責任者は、実地棚卸全般の指揮及び取りまとめを行う。
③　棚卸資産の管理責任者の指示の下、管理担当者が当該棚卸資産の実地棚卸を行う。
④　立会人は、当該棚卸資産の管理に直接関係のない第三者とし、経理責任者が選任する。た
だし、総務部長の承認を得て、選任しないことができる。

（実地棚卸基準日）
第３条　　実地棚卸基準日とは、事業年度末の帳簿在庫数量に計上すべき時点をいい、事業年度末日とする。ただし、経理責任者は総務部長の承認を得て、実地棚卸基準日を変更することができる。

（実地棚卸実施日）
第４条　　実地棚卸実施日とは、棚卸基準日の在庫数量を確定させるため、現品を測定する日をいい、事業年度末日の翌営業日とする。ただし、経理責任者は総務部長の承認を得て、実地棚卸実施日を変更することができる。

（実地棚卸対象資産）
第５条　　実地棚卸対象資産は、「経理規程」第34条に定めるすべての棚卸資産とする。


第２章　実地棚卸

（実地棚卸の準備）
第６条①　管理責任者は、実地棚卸が容易かつ迅速に行われるよう、棚卸資産の整理整頓を行うとともに実地棚卸実施計画書（日時、保管場所名、対象資産の品名等棚卸立会に必要な書類）を作成し、経理責任者へ提出する。
②　経理責任者は、立会人の選定及び立会対象部門の割り当てを行い、必要に応じて、立会人並びに管理担当者に対し実地棚卸説明会を開催し、注意事項の周知徹底を図る。

(実地棚卸の実施)
第７条①　管理担当者は、実地棚卸実施計画書に基づき、すべての現品を測定し、帳簿在庫数量との差異の有無を確認しなければならない。ただし、経理責任者は総務部長の承認を得て、現品を測定しないことができる。社外に保管されている棚卸資産については、倉庫会社等の在庫証明書又は立証する書類をもって実地棚卸に代えることができる。
②　立会人は、実地棚卸の実施状況を視察し、実地棚卸手続きの適正性を確認すると同時に、現品の保管状況や状態等も確認する。

(実地棚卸結果の報告)
第８条①　立会人は、実地棚卸の結果を棚卸立会報告書にまとめ、経理責任者へ提出する。
2 　管理責任者は、次の書類を経理責任者に提出する。
1.　棚卸報告書（管理責任者が捺印した原本）
2.　保管先期末日付の在庫証明書（在庫管理の委託先の社印が捺印された原本）
3.　その他経理責任者が指定した資料
3 棚卸報告書の在庫数量に重要な差異が認められた場合、経理責任者は直ちに総務部長に報告する。


第３章　雑　則

（要領の管理）		
第９条　　この要領の管理は、総務部長が行う。


付　　則

[bookmark: _GoBack]➀　この規程は、２０２１年　７月　１日から施行する。
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